
公 共 事 業 の 実 施 は 、 事 業 予 定 区 域 の 権 利 者

に 対 す る 直 接 的 な 影 響 に 限 ら ず 、 周 辺 区 域 を

含 め 広 範 囲 の 地 域 住 民 に 対 し 事 業 の 影 響 を 与

え る こ と が 想 定 さ れ る 。  

事 業 の 実 施 に よ る 影 響 の 程 度 や 内 容 は 事 業

の 種 類 や 地 域 の 状 況 に よ っ て 異 な る が 、 特 に

生 活 環 境 の 変 化 等 に 対 し 様 々 な 影 響 を 与 え る

事 業 に あ っ て は 、 地 域 住 民 が 抱 い て い る 事 業

や 地 域 の 変 化 へ の 不 安 等 の 解 消 は 事 業 の 進 捗

を 大 き く 左 右 す る と 想 定 さ れ る 。  

こ れ ら の 不 安 等 に 対 処 す る た め 、 相 談 体 制

の 確 立 が 有 効 で あ り 、 用 地 取 得 マ ネ ジ メ ン ト

の 骨 格 の 一 部 で あ る 用 地 取 得 工 程 管 理 計 画 に

お け る 用 地 取 得 の 効 率 化 策 の 一 つ と し て 位 置

づ け ら れ て い る 。  

補 償 相 談 業 務 は 、 用 地 補 償 関 係 を 中 心 に 土

地 建 物 等 が 直 接 的 に 支 障 と な る 権 利 者 及 び 隣

接 地 等 で 間 接 的 に 影 響 を 受 け る 地 域 住 民 に 対

し 、 用 地 補 償 に 関 す る 事 項 、 移 転 先 等 代 替 地

に 関 す る 事 項 、 移 転 時 期 に 関 す る 事 項 等 の 生

活 再 建 等 に 関 す る 様 々 な 相 談 に つ い て 、 補 償

相 談 体 制 の 確 立 に よ り 、 起 業 者 の 立 場 か ら 適

切 か つ 速 や か な 対 応 を 図 る こ と に よ っ て 、 円

滑 な 用 地 取 得 の 達 成 に 資 す る こ と を 目 的 と し

て い る 。  

補 償 相 談 業 務 の 施 行 上 の 心 得 等 と し て 、 ①

業 務 実 施 の 基 本 方 針 、 ② 要 望 等 へ の 対 応 、 ③

情 報 及 び 成 果 物 の 取 扱 、 に つ い て 、 次 の 内 容

を 理 解 し て 対 応 す る 必 要 が あ る 。  

① 業 務 実 施 の 基 本 方 針 と し て は 、 相 談 内 容



が 権 利 者 の 財 産 権 に 関 す る も の で あ る こ と を

理 解 し 、 正 確 か つ 良 心 的 に 行 い 、 権 利 者 か ら

理 解 が 得 ら れ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

② 要 望 等 へ の 対 応 に あ た っ て は 、 権 利 者 の

意 向 を 十 分 に 把 握 し た 上 で 、 速 や か に 起 業 者

に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

③ 情 報 及 び 成 果 物 の 取 扱 に つ い て は 、 関 係

法 令 等 を 遵 守 し 、 業 務 で 知 り 得 た 情 報 及 び 相

談 記 録 簿 等 の 成 果 物 の 内 容 は 他 に 漏 ら し て は

な ら な い 。  

ま た 、 補 償 相 談 業 務 の 施 行 に あ た っ て は 、

次 の 事 項 に つ い て 留 意 す る 必 要 が あ る 。  

① 業 務 に 関 す る 委 託 契 約 書 及 び 契 約 書 の 内

容 を 十 分 に 理 解 す る と と も に 、 現 地 の 状 況 を

正 確 に 把 握 す る 。  

② 業 務 は 、 正 確 か つ 誠 実 に 実 施 し 、 権 利 者

に 対 す る 言 動 、 動 作 に 十 分 配 慮 す る 。  

③ 補 償 基 準 、 事 務 取 扱 等 の 用 地 関 係 規 程 や

関 係 通 知 等 を 十 分 に 理 解 す る 。 補 償 基 準 等 に

改 正 が あ っ た 場 合 は 改 正 内 容 を 速 や か に 把 握

し 、 業 務 に 的 確 に 反 映 す る 。  

④ 権 利 者 へ の 連 絡 を 行 う 場 合 は 、 内 容 を 正

確 に 伝 え る 。  

⑤ 業 務 に 関 す る 図 書 等 は 、 適 切 に 整 理 、 保

管 す る 。  

⑥ 個 人 情 報 の 取 扱 に 関 す る 関 係 法 令 等 を 遵

守 し 、 周 知 徹 底 す る 。  

⑦ 用 地 取 得 の 不 正 防 止 対 策 に 係 る 関 係 通 知

等 を 遵 守 す る 。 不 当 要 求 等 の 発 生 に 際 し て は 、

速 や か に 起 業 者 に 連 絡 し 、 指 示 を 受 け る 。  
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